
時間外労働の上限規制に関する説明会

長崎労働局では、県内各地域において、時間外労働の上限規制等に
関する説明会を開催いたします。
各地域において、ご参加いただきたい事業場には、あらかじめ委託会
社から案内を送付しておりますが、案内が届いていない事業場の皆様も
ご参加いただけます。
参加費は無料ですが、事前の申し込みをお願いします。

詳細については下記をご覧ください。
→ 時間外労働の上限規制に関する説明会 (jougenkisei.com)

＊本説明会における運営は、厚生労働省委託会社である株式会社東京リーガルマイ
ンドが行います（問い合わせ等は下記連絡先までお願いいたします）

【本説明に関するお問合せ先】
株式会社東京リーガルマインド 公共事業本部
『時間外労働の上限規制に関する説明会』事務局
フリーコール<0800-222-3029> 受付時間：（平日）9:00～17:00
Email:36kyoutei@lec.co.jp

内容
１．働き方改革関連法について
２．労働時間法制の改正にともなう労務管理の留意点
３．働き方改革推進に向けた支援策について

（働き方改革推進支援センターのご案内）
４．個別相談の受付

＊一部内容が変更する場合があります

https://jougenkisei.com/


開催月 開催日時 管轄署 会場

令和5年
10月

3日（火） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

12日（木） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

令和5年
11月

2日（木） 江迎 松浦商工会議所 大ホール

9日（木） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

13日（月） 長崎 長崎県勤労福祉会館 2Ｆ講堂

17日（金） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

20日（月） 対馬 対馬市交流センター 3Ｆ大会議室

令和5年
12月

11日（月） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

12日（火） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

令和6年
1月

11日（木） 長崎 長崎県勤労福祉会館 2Ｆ講堂

15日（月） 島原 吾妻町ふるさと会館 2Ｆ研修室

18日（木）
長崎
（五島）

福江文化会館 会議室

令和6年
2月

2日（金） 長崎 長崎県勤労福祉会館 2Ｆ講堂

14日（水） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

16日（金） 島原 島原商工会議所 ３Ｆ大会議室

医療機関

開催月 開催日時 管轄署 会場

令和5年12月 4（月） 長崎 長崎県勤労福祉会館 2Ｆ講堂

一般業種
開催時間：全会場14：00～ 2時間程度

開催時間：14：00～ 2時間程度


